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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年1月31日(2008.1.31)

【公表番号】特表2007-517931(P2007-517931A)
【公表日】平成19年7月5日(2007.7.5)
【年通号数】公開・登録公報2007-025
【出願番号】特願2006-545450(P2006-545450)
【国際特許分類】
   Ｃ１０Ｇ  45/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/28     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/88     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  35/10     (2006.01)
   Ｃ１０Ｇ  45/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１０Ｇ  45/04    　　　Ｂ
   Ｂ０１Ｊ  23/28    　　　Ｍ
   Ｂ０１Ｊ  23/88    　　　Ｍ
   Ｂ０１Ｊ  35/10    ３０１Ｅ
   Ｃ１０Ｇ  45/04    　　　Ａ
   Ｃ１０Ｇ  45/08    　　　Ｂ
   Ｃ１０Ｇ  45/08    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月4日(2007.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＣＲ含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ４５３０で測定）が原油原料１ｇ当たり０．００１ｇ以上
である原油原料を１種以上の触媒と接触させて、２５℃、０．１０１ＭＰａにおいて凝縮
可能な原油生成物を含む全生成物を製造する工程であって、触媒の少なくとも１種は、
　支持体を、周期表第６欄の１種以上の金属、周期表第６欄の１種以上の金属の１種以上
の化合物、又はそれらの混合物と組合わせて触媒前駆体を製造し、そして
　触媒前駆体から揮発性成分を除去し、更に触媒前駆体を１種以上の硫黄含有化合物の存
在下に４００℃未満の温度で加熱して触媒を形成することにより得られる該工程、及び
　原油生成物のＭＣＲ含有量が原油原料のＭＣＲ含有量に対し９０％以下となるように、
温度、圧力及び原油原料流からなる接触条件を制御する工程、
を含む原油生成物の製造方法。
【請求項２】
　原油生成物のＭＣＲ含有量が、原油原料のＭＣＲ含有量に対し８０％以下、５０％以下
、又は１０％以下である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　原油生成物のＭＣＲ含有量が、原油原料のＭＣＲ含有量に対し１～８０％、１０～７０
％、２０～６０％、又は３０～５０％の範囲である請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　原油生成物のＭＣＲ含有量が、原油生成物１ｇ当たり０．０００１～０．１ｇ、０．０
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０５～０．０８ｇ、又は０．０１～０．０５ｇの範囲である請求項１～３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　周期表第６欄の１種以上の金属が、モリブデン及び／又はタングステンである請求項１
～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　周期表第６欄金属触媒は、中央値細孔径が６０Å以上、９０Å以上、又は１８０Å以上
である細孔サイズ分布（ＡＳＴＭ法Ｄ４２８２で測定）を有する請求項１～６のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項７】
　周期表第６欄金属触媒の細孔サイズ分布は、該分布での全細孔数の６０％以上が中央値
細孔径の４５Å以内、３５Å以内、又は２５Å以内の細孔径を有するような分布である請
求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　周期表第６欄金属触媒が、周期表第５欄の１種以上の金属、１種以上の第５欄金属の１
種以上の化合物、周期表第７～１０欄の１種以上の金属、周期表第７～１０欄の１種以上
の金属の１種以上の化合物、及び／又はそれらの混合物を更に含む請求項１～６のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項９】
　１種以上の触媒は、中央値細孔径が６０Å以上、又は１８０Å以上である細孔サイズ分
布を有する追加の触媒を更に含む請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　原油原料が、沖合設備上にあるか又は該設備に連結した接触帯中で接触する請求項１～
９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　接触工程を水素源の存在下で行う請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　原油生成物を、原油原料と同じか又は異なる原油と組合わせてブレンドを形成する工程
を更に含む請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　原油生成物又はブレンドを処理して、輸送用燃料、加熱用燃料、潤滑剤又は化学薬品を
製造する工程を更に含む請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　処理工程が、原油生成物又はブレンドを１種以上の蒸留物フラクションに蒸留する工程
を含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　処理工程が水素化処理工程を含む請求項１３又は１４に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含み、有機酸金属塩中のアルカリ金
属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油原料１ｇ当
たり０．００００１ｇ以上である原油原料を、触媒の少なくとも１種はバナジウム、バナ
ジウムの１種以上の化合物、又はそれらの混合物を含む１種以上の触媒と接触させて、２
５℃、０．１０１ＭＰａにおいて液体混合物である原油生成物を含む全生成物を製造する
工程、及び原油生成物の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有
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量が原油原料の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量に対し
９０％以下となるように、接触条件を制御する工程を含む原油生成物の製造方法も提供す
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上である原油を、触媒の少なくとも１種は、中央値細
孔径が９０～１８０Åの範囲であり、かつ全細孔数の６０％以上が中央値細孔径の４５Å
以内の細孔径を有する細孔サイズ分布（ＡＳＴＭ法Ｄ４２８２で測定）を示す１種以上の
触媒と接触させて、２５℃、０．１０１ＭＰａにおいて液体混合物である原油生成物を含
む全生成物を製造する工程、及び原油生成物の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカ
リ土類金属の合計含有量が原油原料の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金
属の合計含有量に対し９０％以下となるように、接触条件を制御する工程を含む原油生成
物の製造方法も提供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上である原油原料を、触媒の少なくとも１種は、中央
値細孔径が１８０Å以上である細孔サイズ分布（ＡＳＴＭ法Ｄ４２８２で測定）を有し、
該細孔サイズ分布の触媒は周期表第６欄の１種以上の金属、周期表第６欄の１種以上の金
属の１種以上の化合物、又はそれらの混合物を含む１種以上の触媒と接触させて、２５℃
、０．１０１ＭＰａにおいて液体混合物である原油生成物を含む全生成物を製造する工程
、及び原油生成物の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量が
原油原料の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量に対し９０
％以下となるように、接触条件を制御する工程を含む原油生成物の製造方法も提供する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上である原油原料を、触媒の少なくとも１種は、中央
値細孔径が２３０Å以上である細孔サイズ分布（ＡＳＴＭ法Ｄ４２８２で測定）を有し、
該細孔サイズ分布の触媒は周期表第６欄の１種以上の金属、周期表第６欄の１種以上の金
属の１種以上の化合物、又はそれらの混合物を含む１種以上の触媒と接触させて、２５℃
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、０．１０１ＭＰａにおいて液体混合物である原油生成物を含む全生成物を製造する工程
、及び原油生成物の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量が
原油原料の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量に対し９０
％以下となるように、接触条件を制御する工程を含む原油生成物の製造方法も提供する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上である原油原料を、触媒の少なくとも１種は、中央
値細孔径が９０Å以上である細孔サイズ分布（ＡＳＴＭ法Ｄ４２８２で測定）を有し、該
細孔サイズ分布の触媒は触媒１ｇ当たりモリブデン、１種以上のモリブデン化合物又はそ
れらの混合物を、モリブデンの重量として計算して、０．０００１～０．３ｇ含有する１
種以上の触媒と接触させて、２５℃、０．１０１ＭＰａにおいて液体混合物である原油生
成物を含む全生成物を製造する工程、及び原油生成物の有機酸金属塩中のアルカリ金属及
びアルカリ土類金属の合計含有量が原油原料の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカ
リ土類金属の合計含有量に対し９０％以下となるように、接触条件を制御する工程を含む
原油生成物の製造方法も提供する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上である原油原料を、触媒の少なくとも１種は、（ａ
）周期表第６欄の１種以上の金属、周期表第６欄の１種以上の金属の１種以上の化合物、
又はそれらの混合物及び（ｂ）周期表第１０欄の１種以上の金属、周期表第１０欄の１種
以上の金属の１種以上の化合物、又はそれらの混合物を合計第１０欄金属対合計第６欄金
属のモル比で１～１０の範囲で含む１種以上の触媒と接触させて、２５℃、０．１０１Ｍ
Ｐａにおいて液体混合物である原油生成物を含む全生成物を製造する工程、及び原油生成
物の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量が原油原料の有機
酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量に対し９０％以下となるよ
うに、接触条件を制御する工程を含む原油生成物の製造方法も提供する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上である原油原料を、（ａ）周期表第６欄の１種以上
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の金属、周期表第６欄の１種以上の金属の１種以上の化合物、又はそれらの混合物を、第
一触媒１ｇ当たり、金属の重量として計算して、０．０００１～０．０６ｇ含有する第一
触媒及び（ｂ）周期表第６欄の１種以上の金属、周期表第６欄の１種以上の金属の１種以
上の化合物、又はそれらの混合物を第二触媒１ｇ当たり、金属の重量として計算して、０
．０２ｇ以上含有する１種以上の触媒と接触させて、２５℃、０．１０１ＭＰａにおいて
液体混合物である原油生成物を含む全生成物を製造する工程、及び原油生成物の有機酸金
属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量が原油原料の有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量に対し９０％以下となるように、接触条
件を制御する工程を含む原油生成物の製造方法も提供する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上である原油原料を、触媒の少なくとも１種は、周期
表第６欄の１種以上の金属、周期表第６欄の１種以上の金属の１種以上の化合物、又はそ
れらの混合物を触媒１ｇ当たり、金属の重量として計算して、０．００１ｇ以上含有する
１種以上の触媒と接触させて、２５℃、０．１０１ＭＰａにおいて液体混合物である原油
生成物を含む全生成物を製造する工程、及び接触帯での液体の時間当たり空間速度が１０
ｈ－１を超えると共に、原油生成物の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金
属の合計含有量が原油原料の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計
含有量に対し９０％以下となるように、接触条件を制御する工程を含む原油生成物の製造
方法も提供する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上で残留物含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ５３０７で測定）が
原油原料１ｇ当たり０．１ｇ以上である原油原料を、触媒の少なくとも１種は、周期表第
６欄の１種以上の金属、周期表第６欄の１種以上の金属の１種以上の化合物、又はそれら
の混合物を含有する１種以上の触媒と接触させて、２５℃、０．１０１ＭＰａにおいて液
体混合物である原油生成物を含む全生成物を製造する工程、及び原油生成物の有機酸金属
塩中のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量が原油原料の有機酸金属塩中のア
ルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量に対し９０％以下で原油生成物の残留物含
有量が原油原料の残留物含有量に対し７０～１３０％となるように、接触条件を制御する
工程を含む原油生成物の製造方法も提供する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００５８】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．０００１ｇ以上で真空ガス油（ＶＧＯ）含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ５３０
７で測定）が原油原料１ｇ当たり０．１ｇ以上である原油原料１ｇ当たり０．００００２
ｇ以上である原油原料を、触媒の少なくとも１種は、周期表第６欄の１種以上の金属、周
期表第６欄の１種以上の金属の１種以上の化合物、又はそれらの混合物を含有する１種以
上の触媒と接触させて、２５℃、０．１０１ＭＰａにおいて液体混合物である原油生成物
を含む全生成物を製造する工程、及び原油生成物の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びア
ルカリ土類金属の合計含有量が原油原料の有機酸金属塩中のアルカリ金属及びアルカリ土
類金属の合計含有量に対し９０％以下で原油生成物のＶＧＯ含有量が原油原料のＶＧＯ含
有量に対し７０～１３０％となるように、接触条件を制御する工程を含む原油生成物の製
造方法も提供する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　また本発明は、１種以上の有機酸の１種以上のアルカリ金属塩、１種以上の有機酸の１
種以上のアルカリ土類金属塩、又はそれらの混合物を含有すると共に、有機酸金属塩中の
アルカリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ１３１８で測定）が原油
原料１ｇ当たり０．００００１ｇ以上である原油原料を１種以上の触媒と接触させて、２
５℃、０．１０１ＭＰａにおいて液体混合物である原油生成物を含む全生成物を製造する
工程であって、触媒の少なくとも１種は支持体を、周期表第６欄の１種以上の金属、周期
表第６欄の１種以上の金属の１種以上の化合物、又はそれらの混合物と組合わせて触媒前
駆体とし、次いでこれを１種以上の硫黄含有化合物の存在下に４００℃未満の温度で加熱
して触媒を形成することにより得られる該工程、及び原油生成物の有機酸金属塩中のアル
カリ金属及びアルカリ土類金属の合計含有量が原油原料の有機酸金属塩中のアルカリ金属
及びアルカリ土類金属の合計含有量に対し９０％以下となるように、接触条件を制御する
工程を含む原油生成物の製造方法も提供する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　また本発明は、それぞれ組成物１ｇ当たり、硫黄を０．００１ｇ以上（ＡＳＴＭ法Ｄ４
２９４で測定）、残留物を０．２ｇ以上（ＡＳＴＭ法Ｄ５３０７で測定）含有すると共に
、ＭＣＲ含有量（ＡＳＴＭ法Ｄ４５３０で測定）対Ｃ５アスファルテン含有量（ＡＳＴＭ
法Ｄ２００７で測定）の重量比が１．５以上でＴＡＮが０．５以下（ＡＳＴＭ法Ｄ６６４
で測定）である原油組成物も提供する。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　幾つかの実施態様では、本発明は、本発明方法又は組成物の１つ以上と組合わせて、原
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油原料を１種以上の触媒と接触させて、原油生成物を含む全生成物を製造する工程、及び
接触条件を制御して、有機酸素含有化合物を低下させる工程であって、（ａ）原油生成物
の酸素含有量が原油原料の酸素含有量の９０％以下になるように、選択した有機酸素化合
物の含有量を低下させ、（ｂ）有機酸素含有化合物の少なくとも１種の化合物は、カルボ
ン酸の金属塩を含有し、（ｃ）有機酸素含有化合物の少なくとも１種の化合物は、カルボ
ン酸のアルカリ金属塩を含有し、（ｄ）有機酸素含有化合物の少なくとも１種の化合物は
、カルボン酸のアルカリ土類金属塩を含有し、（ｅ）有機酸素含有化合物の少なくとも１
種の化合物は、カルボン酸の金属塩（但し、該金属は周期表第１２欄の１種以上の金属を
含む）を含有し、（ｆ）原油生成物中のカルボキシル非含有有機化合物の含有量は、原油
原料中のカルボキシル非含有有機化合物の含有量に対し９０％以下であり、及び／又は（
ｇ）原油原料中の酸素含有化合物の少なくとも１種は、ナフテン酸又はカルボキシル非含
有有機酸素化合物から生じる該制御工程を含む方法も提供する。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　接触帯は、１種以上（例えば２種）の触媒を含有してよい。幾つかの実施態様では、原
油原料と２種の触媒の最初の触媒との接触で、原油原料のＴＡＮを低下できる。引き続き
、ＴＡＮが低下した原油原料と第二の触媒との接触で、ヘテロ原子の含有量は低下し、Ａ
ＰＩ比重は増大する。他の実施態様では、原油原料と１種以上の触媒との接触後、原油生
成物のＴＡＮ、粘度、Ｎｉ／Ｖ／Ｆｅ含有量、ヘテロ原子含有量、残留物含有量、ＡＰＩ
比重、又はこれら特性の組合わせは、原油原料の同じ特性に比べて、１０％以上変化する
。
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